
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

岡

山

県

土

木

関

係

手

数

料

徴

収

条

例

に

基

づ

き

建

築

指

導

課

知

事

が

定

め

る

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

基

準

等

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

優

良

図

書

の

推

奨

男

女

共

同

参

画

青

少

年

課

○

有

害

図

書

の

指

定

〃

○

指

定

障

害

児

通

所

支

援

事

業

者

の

指

定

指

導

監

査

室

○

土

地

収

用

法

に

基

づ

く

事

業

の

認

定

監

理

課

○

急

傾

斜

地

崩

壊

危

険

区

域

の

指

定

防

災

砂

防

課

【

公

告

】

○

林

業

種

苗

法

に

基

づ

く

生

産

事

業

者

の

登

録

の

治

山

課

失

効

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

〃

〃

【

内

水

面

漁

場

管

理

委

員

会

】

○

岡

山

県

内

水

面

漁

場

管

理

委

員

会

公

聴

会

の

開

内

水

面

漁

場

管

理

委

催

員

会

○

第

二

百

四

十

四

回

岡

山

県

内

水

面

漁

場

管

理

委

〃

員

会

の

開

催

岡

山

県

公

報

令和４年１２月６日 第１２４５４号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
五
号

岡
山
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準

等
（
平
成
二
十
八
年
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
七
条
第
一
項
中
「

条
例
第
二
条
第
一
項
第
百
七
号
の
申
請
の
場
合
に
限
る

）
は
、
基
準
省
令

（

。

第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ

及
び
ロ

」
を
「
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

(3)

(3)

ぞ
れ
当
該
各
号
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

条
例
第
二
条
第
一
項
第
百
三
号
の
申
請

基
準
省
令
第
十
条
第
二
号
イ

及
び
ロ

に
定
め
る

(2)

(2)

基
準

二

条
例
第
二
条
第
一
項
第
百
七
号
の
申
請

基
準
省
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ

及
び
ロ

に

(3)

(3)

定
め
る
基
準

第
七
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
十
条
第
二
号
」
を
「
第
十
条
第
二
号
イ

及
び
ロ

」
に
改
め
、
同

(1)

(1)

項
第
二
号
中
「
同
号
イ

及
び
ロ

に
定
め
る
基
準
、
同
号
イ

」
を
「
同
号
イ

」
に
改
め
、

(1)
（ⅱ）

(1)

(2)
（ⅱ）

(2)

同
条
第
三
項
中
「
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ

」
を
「
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ

」
に
改
め
る
。

(2)
（ⅰ）

(2)

第
八
条
第
一
項
中
「

条
例
第
二
条
第
一
項
第
百
七
号
の
申
請
の
場
合
に
限
る

）
は
、
基
準
省
令

（

。

第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ

及
び
ロ

」
を
「
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

(3)

(3)

ぞ
れ
当
該
各
号
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

条
例
第
二
条
第
一
項
第
百
三
号
の
申
請

基
準
省
令
第
十
条
第
二
号
イ

及
び
ロ

に
定
め
る

(2)

(2)

基
準

二

条
例
第
二
条
第
一
項
第
百
七
号
の
申
請

基
準
省
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ

及
び
ロ

に

(3)

(3)

定
め
る
基
準

第
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
十
条
第
二
号
」
を
「
第
十
条
第
二
号
イ

及
び
ロ

」
に
改
め
、
同

(1)

(1)

項
第
二
号
中
「
第
十
条
第
二
号
」
を
「
第
十
条
第
二
号
イ

及
び
ロ

に
定
め
る
基
準
」
に
改
め
、
同

(1)

(1)

「

」

「

」

、

「

」

項
第
三
号
中

同
号
イ

を

同
号
イ

に
改
め

同
項
第
四
号
中

第
一
条
第
一
項
第
二
号

(2)
（ⅰ）

(2)

を
「
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ

及
び
ロ

に
定
め
る
基
準
」
に

「
同
項
第
二
号
イ

」
を
「
同

、

(1)

(1)

(2)
（ⅰ）

項
第
二
号
イ

」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ

」
を
「
第
一
条
第
一
項

(2)

(2)
（ⅱ）

第
二
号
イ

」
に
改
め
る
。

(2)
附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和４年１２月６日　岡山県公報　第１２４５４号



      番
号

 
 

 
 

図
 

 
書

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
著

 
 

 
者

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

発
 

行
 

所
 

 
 

 
 

 
対

 
 

 
象

 
 

１
 

 
 

ぱ
っ

か
ー

ん
！

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
砂

 
糖

 
ゆ

 
き

 
 

 
 

 
 

 
 

 
作

 
 

 
 

 
 

エ
ン

ブ
ッ

ク
ス
 

 
 

 
幼

児
 

２
 

 
 

な
に

に
な

れ
ち

ゃ
う

？
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
チ

ョ
ー

ヒ
カ

ル
 

 
 

 
 

 
 

 
著

 
 

 
 

 
 

白
泉

社
 

 
 

 
 

 
 
 
〃

 

３
 

 
 

わ
た

し
が

い
じ

わ
る

オ
オ

カ
ミ

に
な

っ
た

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ア

メ
リ

・
ジ

ャ
ヴ

ォ
ー

 
 

 
 

 
文

 
 
 

 
 

 
 

バ
イ

 
イ

ン
タ

ー
ナ

シ
ョ

ナ
ル 

 
 

 
 

 
 
〃

 

ア
ニ

ッ
ク

・
マ

ソ
ン

 
 

 
 

 
 

絵
 

ふ
 
し

 
み

 
み

 
さ

 
を

 
 

 
 

 
 

訳
 

４
 

 
 

１
ま

い
の

が
よ

う
し

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
長

 
坂

 
真

 
護

 
 

 
 

 
 

 
 
 

作
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
あ

か
ね

書
房

 
 

 
小

学
生

（
中

）
 

５
 

 
 

津
田

梅
子

 
女

子
教

育
の

と
び

ら
を

開
く

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

高
 
橋

 
う

 
ら

 
ら

 
 

 
 

 
 

 
文

 
 

 
 
 
 
 
 
 
講

談
社

 
 

 
 
 

 
 
〃

 
 

 
（

中
）

 

６
 

 
 

チ
ャ

コ
と

い
う

犬
が

い
た

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

た
 
な

 
か

 
ち

 
づ

 
み

 
 

 
 

 
 

著
 

 
 

 
 

 
み

ら
い

パ
ブ

リ
ッ
シ

ン
グ
 

 
 

小
学

生
（

高
）

 

７
 

 
 

ラ
ス

ト
・

チ
ェ

リ
ー

・
ブ

ロ
ッ

サ
ム

 
わ

た
し

の
ヒ

ロ
シ

マ
 

 
 
 

キ
ャ

サ
リ

ン
・

バ
ー

キ
ン

シ
ョ

ー
 

作
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ほ

る
ぷ

出
版

 
 

 
 
 

 
 
〃

 
 
 
 
 
（

高
）

 

吉
 
井

 
知

 
代

 
子

 
 
 

 
 

 
 

 
訳

 

８
 

 
 

か
わ

い
い

子
ラ

ン
キ

ン
グ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ブ
リ

ジ
ッ

ト
・

ヤ
ン

グ
 

 
 

 
 

作
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ほ

る
ぷ

出
版

 
 

 
 
中

学
生
 

三
 
辺

 
律

 
子

 
 

 
 

 
 

 
 
 

訳
 

９
 

 
 

満
天

ｉ
ｎ

サ
マ

ラ
フ

ァ
ー

ム
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

長
 
谷

 
川

 
ま

 
り

 
る

 
 

 
 

 
 
作

 
 

 
 

 
 

講
談

社
 

 
 

 
 

 
 

〃
 

◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
号 

 

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
の
た
め
特
に
有
益
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
推
奨
す
る
。 

 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 

令和４年１２月６日　岡山県公報　第１２４５４号



       番
号

 
 

種
 

別
 

 
 

 
 

名
 

 
 

 
称

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
発

行
者

等
 

 

 
１

 
 

 
雑

 
誌

 
 

 
実

話
ナ

ッ
ク

ル
ズ

 
Ｇ

Ｏ
Ｌ

Ｄ
 

Ｖ
ｏ

ｌ
．

２
９

 
大

洋
図

書
 

 
２

 
 

 
 

〃
 

 
 

 
週

刊
実

話
 

ザ
・

タ
ブ

ー
 

１
２

月
９

日
号

 
 

 
日

本
ジ

ャ
ー

ナ
ル

出
版

 

３
 
 

 
 

〃
 

 
 

 
エ

キ
サ

イ
テ

ィ
ン

グ
マ

ッ
ク

ス
！

ハ
イ

グ
レ

ー
ド

ｖ
ｏ

ｌ
．

４
 

文
友

舎
 

４
 
 

 
 

〃
 

 
 

 
芸

能
界

ヤ
バ

過
ぎ

る
衝

撃
の

黒
歴

史
完

全
解

禁
 

 
ブ

レ
イ

ン
ハ

ウ
ス
 

５
 
 

 
 

〃
 

 
 

 
恋

愛
白

書
パ

ス
テ

ル
 

２
０

２
２

年
１

２
月

号
 

 
宙

お
お

ぞ
ら

出
版
 

◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
七
号 

 

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 

令和４年１２月６日　岡山県公報　第１２４５４号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
号 

 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

こ
も
れ
び 

  

２  

所
在
地 

井
原
市
下
出
部
町
一
丁
目
一
四
番
地
一 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

合
同
会
社
こ
も
れ
び 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

井
原
市
井
原
町
二
一
九
一
番
地 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
五
〇
七
〇
〇
〇
七
〇 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援 

令和４年１２月６日　岡山県公報　第１２４５４号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
号 

 

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
事
業
を
認
定
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

起
業
者
の
名
称 

美
作
市 

二 

事
業
の
種
類 

美
作
市
新
庁
舎
整
備
事
業 

三 

起
業
地 

１ 

収
用
の
部
分 

岡
山
県
美
作
市
北
山
字
立
逧
地
内 

２ 

使
用
の
部
分 

な
し 

四 

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由 

１ 

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

美
作
市
新
庁
舎
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
三
条
第
三
十
一
号
に

掲
げ
る
「
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
庁
舎
、
工
場
、
研
究
所
、
試
験
所
そ
の
他
直
接
そ

の
事
務
又
は
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
」
に
該
当
す
る
施
設
を
整
備
す
る
事
業
で
あ
る
た
め
、
法

第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

２ 

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
美
作
市
は
、
本
件
事
業
の
施
行
に
当
た
り
美
作
市
本
庁
舎
整
備
基

本
構
想
及
び
美
作
市
本
庁
舎
整
備
基
本
計
画
を
策
定
し
て
お
り
、
本
件
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ

い
て
財
源
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
の
充
分
な
意
思
と
能
力

を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

３ 

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

(1) 

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
建
物
及
び
設
備
の
老
朽
化
、
耐

震
性
能
の
不
足
、
洪
水
浸
水
想
定
区
域
及
び
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
位
置
す
る
こ
と
に
よ
る
災

害
時
の
脆
弱
性
、
施
設
面
積
が
狭
隘
で
複
数
の
部
署
が
他
の
施
設
に
分
散
配
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
る
業
務
効
率
及
び
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
本
庁
舎
を
、
浸
水
害

の
リ
ス
ク
が
低
く
交
通
利
便
性
の
高
い
場
所
に
移
転
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
新
庁
舎
は
耐
震

性
を
有
し
、
行
政
機
能
の
集
約
に
必
要
な
施
設
面
積
を
確
保
し
た
建
物
と
す
る
こ
と
で
、
防
災

拠
点
機
能
の
強
化
、
行
政
事
務
の
効
率
化
、
市
民
の
利
便
性
向
上
に
相
当
の
寄
与
が
見
込
ま
れ

る
。 ま

た
、
本
件
事
業
の
計
画
に
お
い
て
は
、
美
作
市
庁
舎
整
備
検
討
市
民
委
員
会
の
建
議
、
平

成
三
十
年
十
二
月
定
例
美
作
市
議
会
に
お
け
る
「
美
作
市
役
所
庁
舎
建
設
促
進
に
関
す
る
決
議
」

等
を
踏
ま
え
、
①
災
害
リ
ス
ク
が
低
い
場
所
で
あ
っ
て
、
災
害
時
に
拠
点
機
能
を
十
分
発
揮
で

き
る
こ
と
、
②
市
民
の
来
庁
ア
ク
セ
ス
が
よ
く
、
周
辺
道
路
や
駐
車
場
の
利
便
性
が
よ
い
こ
と
、

③
事
業
費
が
低
廉
で
経
済
合
理
性
が
図
ら
れ
る
こ
と
、
④
造
成
工
期
が
短
く
財
政
負
担
が
抑
え

ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
複
数
の
候
補
地
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
最
適
と
な
る

案
を
採
用
し
て
い
る
。 

(2) 

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
業
が
環
境
影
響
評
価
法

（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
等
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
の
対
象
事
業
と
な
っ
て
お
ら
ず
、

保
護
の
た
め
特
別
の
処
置
を
講
ず
べ
き
動
植
物
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
、
本
件
事
業
地
内
の

土
地
に
お
け
る
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
よ
る
周
知
の
埋
蔵

文
化
財
包
蔵
地
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
軽
微
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
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(3) 

(1)
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
利
益
と
(2)
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

４ 
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

本
件
事
業
に
つ
い
て
は
、
建
物
・
施
設
の
老
朽
化
、
災
害
時
の
脆
弱
性
、
行
政
機
能
の
分
散
等

本
庁
舎
の
抱
え
る
課
題
を
改
善
す
る
た
め
新
庁
舎
を
移
転
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
令
和
三
年
六

月
美
作
市
議
会
定
例
会
で
「
美
作
市
総
合
防
災
施
設
整
備
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」
が
制
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
早
急
に
施
行
さ
れ
る
べ
き
事
業
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
収
用
の
範

囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
合

理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

５ 

結
論 

１
か
ら
４
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と

判
断
さ
れ
る
。 

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の

で
あ
る
。 

五 

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

美
作
市
総
務
部
危
機
管
理
室 
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
地
区
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

長
保
地
区

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
三
十
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標

柱
一
号
と
三
十
六
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

岡
山
県
奈
義
町
皆
木
字
長
保
ハ
ン
田
川
手

二
六
三
番
一

一
号

〃

〃

字
長
保
丸
山
根

二
六
〇
番
二

二
号

〃

〃

字
長
保
丸
山
北

二
六
五
番
一

三
号

〃

〃

字
長
保
休
堂

二
二
六
番

四
号
か
ら
九
号
ま
で

〃

〃

字
長
保

二
三
〇
番
一

十
号

〃

〃

〃

二
三
一
番

十
一
号
及
び
十
二
号

〃

〃

〃

二
三
〇
番

十
三
号

地
先
道
路
敷

〃

〃

字
長
保
家
ノ
上

二
二
〇
番

十
四
号
か
ら
十
七
号
ま
で

〃

〃

〃

二
〇
七
番
一

二
十
七
号

〃

〃

字
長
保
上
ノ
山
北

二
二
一
番

十
八
号

〃

〃

字
長
保
上
エ
ノ
山
南

二
〇
〇
番

十
九
号
か
ら
二
十
一
号
ま
で

〃

〃

字
長
保
ソ
ラ

一
九
九
番

二
十
二
号

〃

〃

字
長
保
南

二
〇
三
番

二
十
三
号

〃

〃

〃

二
〇
四
番
一

二
十
四
号
か
ら
二
十
六
号
ま
で

〃

〃

字
長
保
前
河
原

二
〇
八
番
四

二
十
八
号
及
び
二
十
九
号

〃

〃

〃

二
一
〇
番

三
十
号

〃

〃

〃

二
一
三
番

三
十
一
号

地
先
道
路
敷

〃

〃

字
長
保
前

二
三
四
番

三
十
二
号

〃

〃

字
長
保
古
屋
敷

二
三
二
番

三
十
三
号

〃

〃

字
長
保
森
ノ
下
タ

二
三
五
番

三
十
四
号

〃

〃

字
長
保
半
田

二
五
三
番
一

三
十
五
号
及
び
三
十
六
号
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〔
五
八
九
〕
林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
生
産
事
業
者
の
登
録
が
失
効
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 

高
梁
二
九 

登 
 

録 

番 
 

号 

湯
浅 

延
子 

氏

名

又

は 

名

称 
生 

 
 

産 
 

 

事 
 
 

業 
 
 

者 

高
梁
市
有
漢
町
上
有
漢
七
五
九

七 
住 

 
 

 
 

 
 

所 

幼
苗
以
外
の

苗
木
育
成 

生
産
事
業
の 

内

容 

湯
浅
延
子
苗

畑
住
所
地
に

同
じ 

事

業

所

の 

名

称

及

び

所 

在 

地 
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〔
五
九
〇
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
倉
敷
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

倉
敷
市
真
備
町
妹
地

内 測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
十
一
月
二
十
八
日

か
ら
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日

ま
で 

測

量

期

間 
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〔
五
九
一
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
前
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

備
前
市
日
生
町
日
生

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
十
二
月
十
二
日
か
ら

令
和
五
年
十
二
月
十
六
日
ま
で 

測

量

期

間 
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◎
岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
公
示
第
三
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
聴
会

を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

な
お
、
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
住
所
、
氏
名
、
職
業
（
漁
業
者
の
場
合
は
、
従

事
す
る
漁
業
）
及
び
意
見
の
要
旨
を
令
和
四
年
十
二
月
十
六
日
ま
で
に
書
面
を
も
っ
て
、
当
委
員
会
事

務
局
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号
岡
山
県
庁
内
）
へ
提
出
す
る
こ
と
。

ま
た
、
漁
場
計
画
案
は
、
当
委
員
会
事
務
局
、
各
県
民
局
、
関
係
市
町
村
及
び
関
係
漁
業
協
同
組
合

に
備
え
置
き
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
六
日

岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

加

藤

卓

夫

一

日
時

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日
（
火
）

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
丸
の
内
一
丁
目
九
番
六
号

児
島
湾
漁
村
セ
ン
タ
ー

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
二
五

三
八
五
四

－

三

案
件

内
水
面
漁
業
権
一
斉
切
替
に
係
る
漁
場
計
画
案
に
つ
い
て
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◎
岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
公
示
第
四
号

岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
百
四
十
四
回
岡

山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
六
日

岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

加

藤

卓

夫

一

日
時

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日
（
火
）

午
後
一
時
四
十
分
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
丸
の
内
一
丁
目
九
番
六
号

児
島
湾
漁
村
セ
ン
タ
ー

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
二
五

三
八
五
四

－

三

議
題

第
一
号
議
案

公
聴
会
の
意
見
取
り
ま
と
め
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

漁
場
計
画
案
の
承
認
に
つ
い
て

第
三
号
議
案

令
和
五
年
度
に
お
け
る
第
五
種
共
同
漁
業
権
魚
種
の
増
殖
指
示
量
に
つ
い
て
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